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研究成果の概要： 
このプロジェクトは「医療技術の開発／応用と社会の関係についてのジェンダー分析」とい

うテーマの下に、1)人の卵子（受精卵・胚を含む）のゆくえについての調査、2)親子鑑定や疾
患の遺伝子検査についての調査、3)医療機器の開発／応用におけるジェンダー分析の３つのサ
ブテーマを設けて、多岐にわたる調査研究を実施した。このうち、1)では、卵子の売買を規制
しようとしている日本、韓国、台湾と、売買が常態化しているアメリカとでは、法的・倫理的
問題の認識や、卵子を提供する女性の社会的状況への認識に大きな差が見られた。2)では、と
くに父子関係を決めるための親子鑑定は、女性のためと考えられているが、親子鑑定を必要と
する女性を「ふしだら」とし、「子どものために」必要な検査とみなされる傾向が把握できた。
３）内診台に乗ることは女性にとって必要なことであるが、不快なことでもある。そこで内診
台やその診療環境が発達してきたが、その開発の方向性は、日本と、韓国や台湾、イギリス、
フランス、アメリカでは多様性がみられた。とくに、女性の恥ずかしさについての認識や、医
師の診療における利便性、医師と患者のコミュニケーションの在り方について、文化的な差異
が内診台という医療機器の開発やそれの付属品に影響を与えていることが把握できた。 
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2007年度 3,200,000 960,000 4,160,000  

2008年度 2,400,000 720,000 3,120,000 

    

    

総 計 8,900,000  2,670,000 11,570,000 

 

 

研究分野： 複合領域 

科研費の分科・細目： ジェンダー 

キーワード：ジェンダー、生命科学、医学、生命倫理、生殖医療、再生医療、内診台 
 
１．研究開始当初の背景 

主題の下に、(1)人の卵子（受精卵・胚を

含む）のゆくえについて、(2)遺伝子親子鑑

定検査について、(3)一般的な医療に用いら

れる医療機器の開発／応用におけるジェン

ダーについての３つのサブテーマを設けた。

これは、次のような背景に基づく。 

まず、(1)に関しては、不妊治療や再生医

療研究のために国内外において人の卵子や

胚を使った研究や治療とその法的倫理的課

題に注目が集まった。とくに 2005 年には韓

国で体細胞クローン技術をもちいた ES 細胞
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研究のために、数多くの卵子が「不正に」女

性から採取されたという疑惑がもちあがっ

た。そこで、韓国での調査を中心に据えた。 

また、(2)については、海外では、おもに

父子の遺伝子検査による鑑定や、特定のがん

のかかりやすさについての「予言的検査」が

商業ベースで広がり、さらに日本でもインタ

ーネットと郵送試料を用いた親子鑑定やが

んの遺伝子検査を提供する業者があらわれ、

日本医学会や関連学会で議論がはじまって

いた。 

さらに、(3)については、医療の検査や診

療機器において女性の痛みや羞恥心、不快感、

プライバシーに配慮していないことについ

てジェンダーの視点から問題点を指摘する

機運が北米を中心に高まっていた。たとえば、

乳がん検診のマンモグラフィーや前の人の

診察内容が聞こえてくる産婦人科での診療

におけるプライバシー、そして産婦人科の診

察台である内診台やその付属品のカーテン

使用などである。 

 

２．研究の目的 

本研究は、医療や生命科学研究が女性の身

体に注いできたまなざしを調査結果からあ

きらかにし、医療・生命科学技術の開発と応

用のジェンダー分析を行い、さらに理論構築

のための試料を提示することを目的とする。  

具体的には、次の 3種類の技術を調査対象

とする。 

(1) 人の卵子のゆくえに関する調査：人

間の卵子・受精卵・胚の資源化・商品化が進

展し、国境を越えて取引されている。そこで、

これらに対する規制状況を調べることによ

り、女性の身体から切り離された生殖物質が

いかに「流通」しているのかを考察する。 

 (2) 遺伝子検査は、病気遺伝子の有無を調

べたり、親子鑑定、個人同定などに応用され

ている。本研究では親子鑑定検査に焦点をあ

てて、この検査技術の応用が、家族関係や子

どもをもつこと、さらには「血縁」概念に及

ぼす影響を検討する｡  

(3) 一般的な医療に用いられる医療機器

の開発／応用におけるジェンダーについて

の調査は、検討ののちに、内診台調査プロジ

ェクトとした。これは、産婦人科の内診台の

開発過程を調べ、医療機器メーカー・医療

者・それを利用する女性への聞き取り調査を

国内にて実施する。また、内診台の通時的（歴

史）、通文化的（日本、北米、EU諸国、米国、

および韓国、台湾等）比較検討を行う。 

以上の調査研究を総合して、医療技術の開

発／応用の方向付けに、ジェンダーがいかに

影響しているか、それによってどんな課題や

問題が生じているかを考察した。 

 

３．研究の方法 

(1）人の卵子のゆくえに関する調査 

日本およびアメリカ、韓国、台湾において、

卵子の不妊治療や生物医学研究への提供や

売買、その規制状況に関するキーパーソンへ

のヒアリング調査を実施した。 

① 国内調査 

日本の卵子の研究利用についての提供を

依頼する側からのヒアリングを産婦人科医

療機関 1件、研究機関 1件においてヒアリン

グを実施した。 

また、日本において卵子提供にかかわった

人々への調査をＨＰの開設などを含めて準

備を整えた。調査協力・参加を-自発的なも

のとするために、調査協力の依頼には、調査

目的およびデータの使用方法を明記した「調

査協力のお願い」文書をわたし、調査への参

加には協力承諾書にサインをお願いする。調

査に協力・参加いただく方々の個人情報を守

るため、データが匿名化し保管する。研究成

果の公表には、匿名化はもちろんのこと、そ

の他の本人を特定できるような属性の公表

には十分に配慮するようにした。 

しかし、調査協力者がなく、日本で卵子を

提供した人への調査はできなかった。 

② 韓国調査 

韓国ではファン・ウソク研究チームが 2000

個を超える膨大な数の卵子を女性から提供

され、その大部分が有償での売買、あるいは

なんらかの利益（不妊治療の体外受精の費用

を軽減するなど）によって誘導されていたこ

と、研究チームの研究者 2名も卵子を提供し

ていたこと、無償での提供者の多くが家族や

友人に再生医療によって治療が可能になる

ことを期待する障害や難病をもつ人であり、

医師や当事者団体から提供を打診されてい

たことなどから、「無償」による「自発的」

提供ではない場合が多かったことが明らか

にされた。そのため、本研究プロジェクトで

は、「卵子提供による被害申告センター」の

設置などをした女性団体へのヒアリング、障

害者団体、生命倫理研究者へのヒアリングを

実施した。さらに医学研究へ卵子を無償で提

供した女性 1名へのインタビューを実施した。

またファン・ウソク研究への卵子提供者のう

ち２名が提訴したことへのヒアリングと資

料調査を実施した、２）韓国の「生命倫理お

よび安全に関する法律」の改正と新たに検討

中の「生殖細胞法」における人の卵子の取り

扱われ方についてのヒアリングと文献調査



 

 

を実施した。 

③ アメリカ調査 

卵子の売買あるいは無償での提供が比較

的多く実施されているアメリカにてヒアリ

ングと医療機関等の見学を実施した。 

最初に、人間の卵子がいかに資源化、商業

化されているかについて、ロスアンジェルス

とサンフランシスコで不妊治療クリニック、

卵子斡旋エージェント、不妊治療に使われな

くなって捨てられる受精卵を、養子縁組して

子宮に戻してもらうという活動を行ってい

るＮＰＯなどへの聞き取り調査を実施した。 

つぎに卵子提供を診療に含んでいる医療

機関の医師へのヒアリングを実施した。 

③台湾調査 

 台湾では生殖医療技術についての法律を

制定する準備中だったため、その動向やそれ

についての医療者と女性団体、障害者団体へ

のヒアリングを行った。さらに、卵子提供に

よる不妊治療を実施している医療機関での

ヒアリングを行った。 

 

（2)  DNA親子鑑定についての調査 

 DNA を用いた個人同定、検査、鑑定の技術

について、その定義や用途のありようを整理

し、特にジェンダーの観点からみた論点を整

理した。 

また、親子鑑定の技術に焦点をあてた調査

を行った。まず、日本の親子鑑定を実施して

いる研究施設や事業者等を対象に、文献調査

と勉強会講師に招いて情報を得た。また、日

本と韓国の親子鑑定事業者と、親子鑑定を実

施している医療機関へのヒアリングを行っ

た。 

 

（3）内診台調査 

①a 産婦人科内診台を制作販売している国

内メーカー（3 件）と海外メーカーの国内代

理店（1件）へのヒアリング 

b それを購入して使用している産婦人科の

医療機関（9件）の医療者（15名）へのヒア

リング、そして比較対照として泌尿器科の医

療機関（4 件）の医療者（8 名）へのヒアリ

ング 

c 内診台を用いた診療を受けたことのある

女性へのフォーカス・グループ・インタビュ

ー（4グループ、合計 15名）と、内診台を使

用する際に身体的な困難（障がい）のある女

性への個人へのインタビュー（4名） 

② 国外の医療機関の見学と医療者への

ヒアリングとして、イギリス（3件）、フラン

ス（2 件）、韓国（2 件）、台湾（3 件）、アメ

リカ（2 件）を実施した。なお（）内の数字

には、ヒアリングはできずに見学のみ、逆に

内診台の見学はできずにヒアリングのみの

事例も含まれる。 

③ さらに、日本の内診台の歴史的変化に

ついても明治期までさかのぼり文献や博物

館などで調べた。 

 

４．研究成果 

以下の３つのテーマにおいて調査研究を進

めてきたので、それぞれ報告する。 

（1）卵子のゆくえに関する調査の成果 

 ① 日本の調査では、再生医療研究への卵

子提供や不妊治療による卵子提供の実施を

している、あるいは実施を予定している医療

機関へのヒアリングを実施したが、そこでは、

卵子提供をする人の実態は見えてこなかっ

た。また、現在の卵子提供を規制するガイド

ラインの研究側から見た問題点についての

意見が把握できた。 

カリフォルニア州での卵子のあっせん業

者 2件へのヒアリングからは、日本人で不妊

治療用の卵子求めて渡航する人々の存在と、

日本人の若い女性が卵子を有償で提供する

ことの経緯をヒアリングした。そこでは、お

金が動機であるが、「人のために役に立つ」

という動機もあることなどが説明された。 

インターネットの HPを通して日本国内で

の卵子提供経験者の調査協力者を募ったが、

調査協力者がなく、卵子提供者へのインタビ

ューは実施できなかった。 

② 韓国においては、ファン・ウソク元教

授らのＥＳ細胞研究における論文ねつ造と

卵子の不正入手が明らかになった後にも、再

生医療研究に期待する声が難病団体や障害

者運動団体からきかれた。しかし、生命倫理

研究者や女性団体、市民団体からは、卵子提

供が「無償」といいながら実際には「有償」

で入手されていたこと、社会経済的に弱い立

場にある女性からの提供が多く、卵子提供の

「自発性」に疑義があること、そして提供前

のインフォームドコンセントが不十分だっ

たことなどから、批判の声が強いこともわか

った。 

 今後、規制を厳しくする形で、卵子や胚を

用いた研究や不妊治療への卵子提供が実施

されていくが、社会経済的な弱者が卵子を提

供する構造は、たとえば難病の人の家族など

が提供を依頼されていく構図は変化してい

ないと思われる。 

これに加えて、韓国では研究用に卵子を提

供した 1名へのインタビューを実施した。提

供の動機は金銭ではなく、「人のために役に

立ちたい」というものだった。 



 

 

いずれにしてもデータ数が尐ないため、プ

ライバシーを考慮して公表の方法を検討中

である。 

 ③ アメリカでは、不妊治療であまった胚

を廃棄すること、再生医療研究のうち ES細

胞研究への胚を使用して、それが壊されるこ

とについても、政治的宗教的な反対が根強い

ことが調査から把握できた。その一方、商業

的な不妊治療への卵子提供（売買）について

は批判は強くない。もちろん、卵子提供を実

施する際には、いくつかの規制はあるが、そ

こでは倫理的な問題はあまり述べられなか

った。 

卵子や受精卵、胚についての対応は同じア

メリカ国内でも調査する地域によって異な

るだろう。だが、インフォームドコンセント

がなされ、個人が自分の意思で決定し、医療

におけるリスクを抑え、受精卵を破壊しなけ

れば、そこに金銭が介在しても倫理的な問題

は議論されない状況が、日本や韓国と違って

特徴的だった。 

④ 台湾調査では、代理出産や卵子提供につ

いて、日本や韓国と同様に「無償」であるこ

とが法律で規制されつつあったが、ただし、

「栄養費」という項目での尐額の金銭授受は

認められていた。また、卵子提供や代理出産

を家族に依頼し、家族が断れないことを危惧

して、6親等間での依頼はしてはいけないと

いう法律の条文が設けられ、制度が厳しくな

ったために、医療機関の負担が増えたことな

どが述べられた。家族の関係が強いからこそ、

家族への負担をおそれて規制することが興

味深い。 

「卵子のゆくえ調査」の反省点としては、

調査協力をえるのが難しい調査であったた

めに、ヒアリングやインタビューを実施でき

た事例数が尐ないこと、そして、この研究を

実施中にも卵子提供に関するさまざまな状

況が動いていたために、調査対象が多岐にわ

たり焦点が拡散したことである。 

 

（2）親子鑑定調査 

DNAを用いた個人同定、検査、鑑定の技術に

ついて、その用語が混乱していることから、

まず用語の定義、文脈における利用の違い、

用途や将来の利用可能性の予測を行った。 

次に、親子鑑定に焦点を当てた調査として

、近年の日本の議論を整理するために文献調

査を行った。日本での親子鑑定は、DNA鑑定技

術の精度が向上され、品質が標準化してきた

のに伴い、裁判所から事業者が公的鑑定を委

託されるようになったことなど、インターネ

ット上でも事業者との契約が可能になるなど

の変化が見られている。 

市役所など公的な機関での活用についても

、「離婚後300日問題」（民法上、離婚後300

日以内に生まれた子の父は、離婚前の夫と推

定されることに関する問題）をめぐって与党

でも議論があり、この議論についての分析を

行った。家庭内暴力などの理由で離婚手続き

が遅れる場合など女性側の事情を汲んだ議論

のほか、不貞を働く女性の言い分を飲めない

、この技術を女性に使わせないとする議論も

あった。 

また、近年の議論である出生前親子鑑定に

ついては、「ふしだらな」女性がその技術を

ニーズとして持っていると考えられがちなと

ころだが、女性の事業者へのインタビューな

どから、そのニーズを持っているのは、男性

の側にもあり、妻の不貞を強く疑うことを理

由にした知識のある夫の立場からの鑑定依頼

があること、事業者は「子どもの幸福のため

に」必要であり、「中絶を避けるための情報

提供」として役立つと推奨していることがわ

かった。 

以上のことから、親子鑑定技術の普及によ

り、女性がこの技術の利用を謳歌するという

よりは、嫡出推定に関して確信が持てない男

性側の思惑に女性が翻弄されかねない可能性

も指摘できる。 

さらに、日本と韓国の親子鑑定業者と、親

子鑑定を実施している医療機関へのヒアリン

グを行った。韓国での親子鑑定技術のニーズ

には、南北離散家族など韓国に特有の事情が

反映されていること、両国間で親子鑑定に対

する規制が異なることなどが明らかになった 

 

（3）医療機器（内診台）とジェンダー調査：  

この調査では、データが多く集まり、貴重

かつ興味深い成果が得られた。成果の要点と

しては、異なる社会において「内診」という

行為の受け止めには共通点が多くある。たと

えば、内診は不快である、恥ずかしいなどへ

の対処方法には文化的な相違点が見られた。

日本の場合には内診台の技術開発が進んだ。

技術開発の方向性は、単にメーカーの販売戦

略（高価なものを売りたい）や医療者の都合

（人手不足を補う）だけに収束されるのでは

なく、医師と患者の関係、コミュニケーショ

ンのあり方、プライバシーの認識、領域の認

識などによって違いが多様性が生じることを

把握した。 

なお、2009年 3月末に、次の報告書を 110

部作成し、調査に協力いただいた方々、機関

に配布した。 

医療技術の開発／応用と社会の関係につ
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張瓊方、洪賢秀）H18-20年度科学研究費補助

金報告書『内診台調査プロジェクト報告書』

簡易印刷製本, 2009,総ページ数 135頁。 

この概要版を 2009年 8月までに HPに掲載

する予定である。 
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